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(57)【要約】
　本願は、物体を把持または操作するために使用され得
る把持装置に関する。把持装置は、アクチュエーターと
して機能し、かつ物体を把持するように構成されている
１つ以上の把持部を含んでもよい。非対称形状を有する
第１把持部は、非対称断面を含む一体化したアクチュエ
ーターを構成してもよく、上記第１把持部は、上記アク
チュエーターが作動すると、上記アクチュエーターの非
対称断面に基づく方向に変位するように構成される。上
記把持装置は、上記１つ以上の把持部の各アクチュエー
ターを作動させるための作動媒体を供給するように構成
された作動源をさらに含んでもよい。本願は、把持装置
を製造するための方法と、上記把持装置を使用するため
の方法とをさらに提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクチュエーターとして機能し、かつ物体を把持するように構成されている１つ以上の
把持部であって、第１把持部が、非対称形状を有し、非対称断面を含む一体化したアクチ
ュエーターから構成されており、上記第１把持部は、上記アクチュエーターが作動すると
、上記アクチュエーターの上記非対称断面に基づく方向に変位するように構成されている
、把持部と、
　上記１つ以上の各アクチュエーターを作動させるための作動媒体を供給するように構成
されている作動源と、を備える、把持装置。
【請求項２】
　上記アクチュエーターの上記非対称断面は、当該アクチュエーターの第２部分より厚い
第１部分を含み、
　上記第１部分は、当該アクチュエーターが作動すると、上記第１把持部が上記第１部分
に向かう方向に変位することを可能にする、請求項１に記載の把持装置。
【請求項３】
　上記第１部分は、把持される物体に最も近い領域の内側部分である、請求項２に記載の
把持装置。
【請求項４】
　上記第１把持部の非対称形状は、上記把持部の長さにわたって不均一な壁厚を含む、請
求項２に記載の把持装置。
【請求項５】
　上記把持部は、当該把持部の長さにわたって複数の隆起部を含む、請求項４に記載の把
持装置。
【請求項６】
　上記アクチュエーターは、空気圧式作動アクチュエーターであり、上記作動源から上記
作動媒体を受け取ると、上記方向に変位するように構成され、
　上記作動媒体は、圧縮空気または圧縮液体を含む、請求項１に記載の把持装置。
【請求項７】
　３つ以上の把持部を含み、
　各把持部は、アクチュエーターとして機能し、かつ物体を把持するように構成されてい
る、請求項１に記載の把持装置。
【請求項８】
　上記把持装置は、付加的な製造技術を使用して製造され、
　上記付加的な製造技術は、レーザー焼結、ステレオリソグラフィー、熱溶解積層法、お
よび金属箔を材料とした技術のうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載の把持装置
。
【請求項９】
　少なくとも１つの静止把持部をさらに含む、請求項１に記載の把持装置。
【請求項１０】
　把持装置を製造する方法であって、
　上記方法は、
　上記把持装置のデザインを作成するために、上記把持装置を設計する工程と、
　付加的な製造技術を使用して上記把持装置を製造する工程と、を含み、
　上記把持装置は、
　アクチュエーターとして機能し、かつ物体を把持するように構成されている１つ以上の
把持部であって、第１把持部が、非対称形状を有し、非対称断面を含む一体化したアクチ
ュエーターから構成されており、上記第１把持部は、上記アクチュエーターが作動すると
、上記アクチュエーターの上記非対称断面に基づく方向に変位するように構成されている
、把持部と、
　上記１つ以上の各アクチュエーターを作動させるための作動媒体を供給するように構成
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されている作動源と、を備える、方法。
【請求項１１】
　上記アクチュエーターの上記非対称断面は、当該アクチュエーターの第２部分より厚い
第１部分を含み、
　上記第１部分は、当該アクチュエーターが作動すると、上記第１把持部が上記第１部分
に向かう方向に変位することを可能にする、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　上記第１部分は、把持される上記物体に最も近い領域の内側部分である、請求項１１に
記載の方法。
【請求項１３】
　上記第１把持部の非対称形状は、上記把持部の長さにわたって不均一な壁厚を含む、請
求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　上記第１把持部は、上記把持部の長さにわたって複数の隆起部を含む、請求項１３に記
載の方法。
【請求項１５】
　上記アクチュエーターは、空気圧式作動アクチュエーターであり、上記作動源から上記
作動媒体を受け取ると、上記方向に変位するように構成され、
　上記作動媒体は、圧縮空気または圧縮液体を含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１６】
　３つ以上の把持部を含み、
　各把持部は、アクチュエーターとして機能し、かつ物体を把持するように構成されてい
る、請求項１０に記載の方法。
【請求項１７】
　上記付加的な製造技術は、レーザー焼結、ステレオリソグラフィー、熱溶解積層法、お
よび金属箔を材料とした技術のうちの少なくとも１つを含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１８】
　少なくとも１つの静止把持部をさらに含む、請求項１０に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　〔関連出願の相互参照〕
　本出願は、２０１３年２月２７日に出願された米国仮出願第６１／７６９，９８４号に
よる利益を主張するものであり、仮出願で開示されたその全体が参照によって本明細書に
組み込まれる。
【０００２】
　〔背景技術〕
　（技術分野）
　本出願は把持装置に関する。本出願は、把持装置を製造する方法、および把持装置を使
用する方法にも関する。
【０００３】
　（関連技術）
　把持システムは、自動組立包装ライン、研究所環境等の業界で広く利用されている。把
持具は、物体や部品を持ち上げ、移動させ、操作しおよび／またはある場所から別の場所
へ載置する必要がある時に利用し得る有用な道具である。
【０００４】
　空気圧式把持具（一般的に油圧式把持具とも称される）、電気把持具、および吸着カッ
プ把持具を含む種々のタイプの把持具が存在する。空気圧式把持具は、加圧または圧縮さ
れた空気または液体を利用して作動する。空気または液体の圧力を変えることによって、
アクチュエーターまたはピストンシステムを介して、把持具の一部を変位させる。電気把
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持具は、機械部品を相対的に移動させる電気モーターを利用する。吸着カップ把持具は、
物体に付着し、真空にすることよって作動する弾性カップを利用する。
【０００５】
　把持システムは、当該把持システムを製造するために、個別に製造し組み立てる必要が
ある多数の部品を含んでもよい。把持システムは、複雑な駆動システムをさらに必要とし
てもよい。駆動システムと組み合わせて複雑に製造および組立をすることによって、高価
で、複雑、かつ扱いにくい把持システムとなってしまう。さらに、一般的に、空気圧式把
持システムは、物体や部品を把持するために使用される把持部から分離した把持具を作動
させるために利用されるベローまたはアクチュエーターを含む。この分離したベローまた
はアクチュエーターは、把持部の機能性や操縦性を制限してしまう原因となる。
【０００６】
　したがって、改良された把持装置と、製造に必要な時間、費用および材料を削減する把
持装置を製造する改良された方法とが必要とされている。
【０００７】
　〔概要〕
　添付された特許請求の範囲の範囲内のシステム、方法および装置の種々の実施は、それ
ぞれいくつかの態様を有し、上記態様のいずれもが、本明細書に記載の所望の特性を単独
で担うものではない。添付された特許請求の範囲の範囲を限定することなく、いくつかの
顕著な特徴が本明細書に記載されている。
【０００８】
　本出願は、概して、把持装置、および把持装置を製造する方法ならびに使用する方法に
関する。本明細書に記載される事項の１つ以上の実施の詳細は、添付の図面および下記の
説明に記載されている。他の、特徴、態様および利点は、明細書、図面および特許請求の
範囲から明らかであろう。
【０００９】
　本開示に記載された事項の一態様は、把持装置を提供する。当該把持装置は、アクチュ
エーターとして機能し、かつ物体を把持するように構成された１つ以上の把持部を含み、
第１把持部は、非対称形状を有し、非対称断面を有する一体化したアクチュエーターから
構成され、上記第１把持部は、上記アクチュエーターが作動すると、上記アクチュエータ
ーの非対称断面に基づく方向に変位するように構成される。上記把持装置は、上記１つ以
上の把持部の各アクチュエーターを作動させるための作動媒体を供給するように構成され
た作動源をさらに備える。
【００１０】
　本開示に記載された事項の別の態様は、把持装置を製造する方法を提供する。上記方法
は、上記把持装置のデザインを作成するために、上記把持装置を設計する工程と、付加的
な製造技術を用いて上記把持装置を製造する工程とを含む。上記把持装置は、アクチュエ
ーターとして機能し、かつ物体を把持するように構成された１つ以上の把持部を含み、第
１把持部は、非対称形状を有し、非対称断面を有する一体化したアクチュエーターから構
成され、上記第１把持部は、上記アクチュエーターが作動すると、上記アクチュエーター
の非対称断面に基づく方向に変位するように構成される。上記把持装置は、上記１つ以上
の把持部の各アクチュエーターを作動させるための作動媒体を供給するように構成された
作動源をさらに含む。
【００１１】
　〔図面の簡単な説明〕
　下記の図面の説明は、本質的に単なる例示であって、本教示、これらの適用または使用
を限定するものではない。図面の全体にわたって、一致する参照番号は、類似または対応
する、部分および特徴を示す。下記図面の相対的寸法は、一定の縮尺で描画されていない
ことがあり得る。
【００１２】
　図１は、３次元（３Ｄ）の物体を設計し製造するためのシステムの一例である。
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【００１３】
　図２は、図１のコンピュータの一例の機能ブロック図である。
【００１４】
　図３は、３Ｄの物体を製造するための工程である。
【００１５】
　図４は、把持装置の一例を示す。
【００１６】
　図５は、把持装置の別の例を示す。
【００１７】
　図６Ａは、非対称断面を有するアクチュエーターを有する把持装置の一例を示す。
【００１８】
　図６Ｂは、把持装置のアクチュエーターの非対称断面の一例を示す。
【００１９】
　図７は、変位した把持部を含む把持装置の一例を示す。
【００２０】
　図８は、把持装置の把持部の非対称形状の一例を示す。
【００２１】
　図９は、把持装置を製造するための工程の一例のフローチャートである。
【００２２】
　図１０Ａ～１０Ｄは、把持装置のさらに別の例を示す。
【００２３】
　図１１は、ガイドシステムを有していない把持装置におけるアクチュエーター部の過度
な変形の一例を示す。
【００２４】
　〔特定の発明の実施形態の詳細な説明〕
　下記の詳細な説明は、いくつかの特定の実施形態に関する。しかしながら、本明細書に
おける本教示は、様々な異なる方法で適用され得る。本明細書においては、全体を通して
類似の部分には類似の番号が付されている図面を参照する。
【００２５】
　本発明は、特定の実施形態に関して記載されるが、本発明はそれらに限定されるもので
はなく、特許請求の範囲によってのみ限定される。
【００２６】
　本明細書において使用される単数形「ａ」、「ａｎ」、および「ｔｈｅ」は、文脈で別
の意味が明記されない限り、単数および複数であることを含む。
【００２７】
　本明細書において使用される、用語「備えること」、「備える」および「構成される」
は、「含むこと」、「含む」または「含有すること」、「含有する」と同義語であって、
かつ、包括的および開放的であり、記載されていない追加の部材、構成要素または方法の
工程を除外するものではない。用語「備えること」、「備える」および「構成される」は
、記載された部材、構成要素または方法の工程を示す場合、当該記載された部材、構成要
素または方法の工程「からなる」実施形態も含む。
【００２８】
　さらに、明細書および特許請求の範囲における用語「第１」、「第２」、「第３」など
は、類似の構成要素を区別するために用いられ、また、明示しない限り、連続する順番、
または時系列の順番を記載するために必ずしも用いられるものではない。そのように使用
される用語は、適切な状況下において交換可能であって、また、本明細書に記載の本発明
の実施形態は、本明細書に記載または図示される以外の他の順序で実施することが可能で
あると理解されるべきである。
【００２９】
　本明細書全体における、「一実施形態」、「実施形態」、「いくつかの態様」、「態様
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」または「一態様」への言及は、実施形態または態様に関連して記載される特定の特徴、
構造または特性が、本発明の少なくとも１つの実施形態に含まれることを意味する。それ
ゆえ、本明細書全体にわたる種々の箇所で出現する、「一実施形態において」、「実施形
態において」、「いくつかの態様」、「態様」または「一態様」の語句は、必ずしもすべ
てが同一の実施形態または態様を示しているわけではないが、示していてもよい。さらに
、特定の特徴、構造または特性は、この開示から当業者にとって明確であるように、１つ
以上の実施形態または態様において、適切に組み合わされてもよい。さらに、本明細書に
記載されるいくつかの実施形態または態様が、他の実施形態または態様に含まれるいくつ
かの特徴を含むが、他の特徴を含まない一方で、異なる実施形態または態様の特徴の組み
合わせは、本発明の範囲内であることを意味し、かつ、当業者によって理解されるように
、種々の実施形態または態様を構成することを意味する。例えば、添付された特許請求の
範囲において、記載されたすべての実施形態または態様の特徴は、任意の組み合わせで用
いられ得る。
【００３０】
　上述したように、把持システムおよび把持装置（本明細書において「把持具」とも示さ
れる）は、種々の業界で使用される。その用途は、例えば、自動組立包装ライン、および
研究環境等において把持具を使用することを含む。把持具は、当該把持具が使用されてい
る特定の用途において必要とされるような物体または部品を持ち上げ、移動させ、操作し
、および／または載置するために利用されてもよい。一般的に、把持具は、個別に製造さ
れ組み立てられる必要のある多数の部品を含む。把持装置の各部品を個別に製造し、それ
らの部品を組み立てて当該把持装置を形成することは、費用がかかり、かつ時間を要する
ことが多い。また、従来の把持具のための駆動システムは、複雑な設計を有する傾向があ
る。これらの複雑な設計は、性能仕様を満たす必要があることが多く、製造工程に、追加
の費用および複雑さを課す可能性がある。
【００３１】
　一般的に、従来の空気圧式把持装置は、把持具を作動させるために用いられるベローま
たはアクチュエーターを含む。これらの空気圧式把持具においては、上記ベローまたはア
クチュエーターは、物体を把持するために使用される把持部から分離している。上記分離
したベローまたはアクチュエーターは、上記把持部の機能性および操縦性を制限すること
が多い。図４は、分離したベローを制限した空気圧式把持具の一例を示す。示されるよう
に、把持装置４００は、把持部４０２を含んでもよい。当該把持部は、内側に動く実質的
に硬い突起部の形をとる。この内側への動きは、ベロー４０４および／または作動源４０
６によって引き起こされる。ベロー４０４は把持部４０２から分離している。そのため、
把持部４０２は、制限された範囲内でしか動くことができない。
【００３２】
　本発明者らは、機能性および操縦性が向上した把持具を低コストで設計および製造する
ことができるシステムならびに方法の必要性を認識した。これらの目標を達成するために
、把持装置は、付加的な製造技術で特定の用途のために設計および製造されてもよい。例
えば、付加的な製造技術は、把持装置全体を製造するために使用されてもよい。付加的な
製造技術を利用することで、種々の部品を組み立てる必要性が回避される。付加的な製造
技術またはラピッドプロトタイピング製造技術（Rapid Prototyping and Manufacturing
）（ＲＰ＆Ｍ）は、例えば、物体の３次元（３Ｄ）コンピュータ援用設計（ＣＡＤ）デー
タを使用して物体を製造するために使用される技術群として定義されてもよい。現在、ス
テレオリソグラフィー（stereolithography）（ＳＬＡ）、選択的レーザー焼結（selecti
ve laser sintering）（ＳＬＳ）、熱溶解積層法（fused deposition modeling）（ＦＤ
Ｍ）、金属箔を材料とした技術等を含む多数のラピッドプロトタイピング技術が利用可能
である。
【００３３】
　付加的な製造技術とＲＰ＆Ｍ技術との共通する特徴は、物体が、概して、一層ずつ作り
上げられることである。ステレオリソグラフィーは、例えば、容器に入った液体感光性ポ
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リマー「レジン（resin）」を利用して物体を一層ずつ製造する。各層において、形成さ
れる物体の２次元断面によって画定される、液体レジンの表面上の特定のパターンを、電
磁波がトレースする。電磁波は、コンピュータに制御される１つ以上のレーザービームと
して出射されてもよい。当該レジンが電磁波に晒されることによって、電磁波にトレース
されたパターンが硬化するか、または凝固し、結果として、当該パターンは下の層に付着
する。レジン層が重合すると、１層分の厚さだけ台が下がり、次の層パターンがトレース
され、新たにトレースされた層パターンが以前の層に付着する。完全な３Ｄの物体は、こ
の工程を繰り返すことによって製造され得る。
【００３４】
　上述したように、選択レーザー焼結（ＳＬＳ）は、別の付加的な製造技術である。ＳＬ
Ｓは、高出力レーザーまたは別の集束した熱源を利用して、プラスチックパウダー、金属
パウダーまたはセラミックパウダーの細かい粒子を焼結または溶接して、形成される３Ｄ
の物体を表現する塊にする。ＳＬＳは、弾性材料または可撓性材料を必要とする装置を製
造するために使用されてもよい。ＳＬＳ工程で使用される材料は、ポリアミド、ポリプロ
ピレン、および／または熱可塑性ポリウレタンを含んでもよい。特定の物体または製造方
法に基づいたＳＬＳ工程において使用するために、異なる材料が選択されてもよい。例え
ば、ポリプロピレンは、物体を大量生産する場合に使用されてもよい。
【００３５】
　熱溶解積層法（ＦＤＭ）は、さらに別の付加的な製造法を提供する。ＦＤＭおよびその
他の関連技術は、通常、加熱によって材料が固体から液体に一時的に転移することを利用
する。当該材料は、制御下にて押出しノズルを介して運搬され、特定の位置に積層する。
好適なＦＤＭプロセスの詳細が、米国特許５，１４１，６８０に説明されており、その開
示の全体が、参照によって本明細書に組み込まれる。
【００３６】
　金属箔を材料とした技術も、付加的な製造をサポートするために使用されてもよい。金
属箔を材料とした技術は、接着剤または光重合を利用して、樹脂層を互いに固定すること
を含む。所望の物体は、その後、これらの層から切り取られるか、または、これらの樹脂
層から重合される。
【００３７】
　一般的に、付加的な製造技術およびＲＰ＆Ｍ技術は、形成される３Ｄの物体のデジタル
表現から始まる。通常、デジタル表現は、物体全体を形成するよう重ねられた一連の断面
層にスライスされる。当該３Ｄの物体の断面層に関する情報は、断面データとして保存さ
れる。ＲＰ＆Ｍシステムは、層ごとに当該物体を作り上げるために、この断面データを利
用する。ＲＰ＆Ｍシステムによって使用される断面データは、コンピュータシステムを用
いて生成されてもよい。当該コンピュータシステムは、この工程を援助するコンピュータ
援用設計およびコンピュータ援用製造（ＣＡＤ／ＣＡＭ）ソフトウェア等のソフトウェア
を含んでもよい。
【００３８】
　いくつかの実施形態において、選択的レーザー焼結（ＳＬＳ）装置は、把持装置の製造
のために使用されてもよい。しかしながら、把持装置を正確に製造するために、ステレオ
リソグラフィー（ＳＬＡ）、熱溶解積層法（ＦＤＭ）、または粉砕（milling）（これら
に限定されるわけではない）を含む種々のタイプのラピッド製造およびラピッド工具（ra
pid manufacturing and tooling）が使用されてもよいと理解されるべきである。
【００３９】
　図１は、３Ｄ装置および／または３Ｄ製品を設計ならびに製造するためのシステム１０
０の一例を示す。システム１００は、本明細書に記載の技術を支援するように構成されて
もよい。例えば、システム１００は、下記により詳細に説明されている１つ以上の把持装
置等の把持装置を設計および製造するように構成されてもよい。いくつかの実施形態にお
いて、システム１００は、１つ以上のコンピュータ１０２ａ～１０２ｄを含んでいてもよ
い。コンピュータ１０２ａ～１０２ｄは、例えば、ワークステーション、サーバー、また
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は情報処理可能なその他のコンピュータ装置等の、種々の形態をとる。コンピュータ１０
２ａ～１０２ｄは、コンピュータネットワーク１０５によって接続されてもよい。コンピ
ュータネットワーク１０５は、インターネット、ローカルエリアネットワーク、広域ネッ
トワーク、またはその他の種類のネットワークであってもよい。コンピュータ１０２ａ～
１０２ｄは、任意の好適な通信技術またはプロトコルを介したコンピュータネットワーク
１０５上で通信してもよい。コンピュータ１０２ａ～１０２ｄは、ソフトウェア、３Ｄの
物体のデジタル表現、付加製造装置を操作するコマンドおよび／または指示等の、情報を
、送信および受信することによってデータを共有してもよい。
【００４０】
　システム１００は、１つ以上の付加製造装置１０６ａおよび１０６ｂをさらに含んでも
よい。これらの付加製造装置は、３Ｄプリンターの形態、または当該技術分野において知
られるいくつかの他の製造装置の形態をとってもよい。図１が示す例において、付加製造
装置１０６ａは、コンピュータ１０２ａに接続される。付加製造装置１０６ａは、コンピ
ュータ１０２ａ～１０２ｄを接続するネットワーク１０５を介して、コンピュータ１０２
ａ～１０２ｃにも接続される。また、付加製造装置１０６ｂは、ネットワーク１０５を介
して、コンピュータ１０２ａ～１０２ｄに接続される。当業者であれば、付加製造装置１
０６ａおよび１０６ｂのような付加製造装置は、コンピュータ１０２に直接接続されても
よく、ネットワーク１０５を介してコンピュータ１０２に接続されてもよく、および／ま
たは別のコンピュータ１０２およびネットワーク１０５を介してコンピュータ１０２に接
続されてもよいことを、容易に理解するだろう。
【００４１】
　特定のコンピュータおよびネットワーク構成が、図１に記載されているが、当業者であ
れば、本明細書に記載されている付加的な製造技術が、コンピュータネットワークを必要
とせずに、付加製造装置１０６を制御および／または支援する単一のコンピュータ構成を
用いて実施されてもよいことも理解するだろう。
【００４２】
　図２は、図１に示されたコンピュータ１０２aをより詳細に示す。コンピュータ１０２
ａはプロセッサ２１０を含む。プロセッサ２１０は、種々のコンピュータ部材とデータ通
信を行う。これらの部材は、メモリ２２０、入力装置２３０、および出力装置２４０を含
んでもよい。ある実施形態において、プロセッサ２１０は、ネットワークインターフェー
スカード２６０とも通信してもよい。コンピュータ１０２ａに関して記載されている機能
ブロックは、個別に記載されているが、別々の構造部材である必要はない。例えば、プロ
セッサ２１０およびネットワークインターフェースカード２６０は、単一のチップまたは
基盤に組み込まれてもよい。
【００４３】
　プロセッサ２１０は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途
向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）もしく
は他のプログラム可能論理デバイス、ディスクリートゲートロジックまたはディスクリー
トトランジスタロジック（a discrete gate or transistor logic）、ディスクリートハ
ードウェアコンポーネント（discrete hardware components）、または本明細書に記載さ
れる機能を実行するように設計されたそれらの任意の適切な組み合わせであってもよい。
また、プロセッサは、例えば、ＤＳＰとマイクロプロセッサとの組み合わせ、複数のマイ
クロプロセッサの組み合わせ、ＤＳＰコアと協働する１つ以上のマイクロプロセッサの組
み合わせ、または任意の他の同様の構成等の、演算装置の組み合わせとして実装されても
よい。
【００４４】
　プロセッサ２１０は、メモリ２２０からの情報を読み取るか、またはメモリ２２０に情
報を書き込めるように、１つ以上のバスを介してメモリ２２０に結合されてもよい。当該
プロセッサは、プロセッサレジスタ等のメモリを追加でまたは代わりに含んでもよい。メ
モリ２２０は、レベルによって容量やアクセススピードが異なる多重レベル階層キャッシ
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ュを含むプロセッサキャッシュを含んでもよい。メモリ２２０は、ランダムアクセスメモ
リ（ＲＡＭ）、他の揮発性記憶装置、または不揮発性記憶装置をさらに含んでもよい。記
憶装置は、ハードドライブ、コンパクトディスク（ＣＤ）またはデジタルビデオディスク
（ＤＶＤ）等の光ディスク、フラッシュメモリ、フロッピーディスク（登録商標）、磁気
テープ、およびＺＩＰドライブを含み得る。
【００４５】
　また、プロセッサ２１０は、コンピュータ１０２ａのユーザからの入力を受け取る入力
装置２３０と、ユーザへの出力を行う出力装置２４０とに結合されてもよい。好適な入力
装置としては、キーボード、ローラーボール、ボタン、キー、スイッチ、位置指示装置（
a pointing device）、マウス、ジョイスティック、リモートコントローラー、赤外線検
出器、音声認識システム、バーコードリーダー、スキャナ、ビデオカメラ（あるいは、例
えば、手または顔のジェスチャを検出するビデオ処理ソフトウェアに結合されたビデオカ
メラ）、動作検出器、マイク（あるいは、音声コマンドを検出する音声処理ソフトウェア
に結合されたマイク）、またはユーザからコンピュータに情報を送信することができる他
の装置が挙げられるが、これらに限定されない。また、当該入力装置は、ディスプレイと
一体化したタッチスクリーンの形態をとってもよく、この場合、ユーザは、そのタッチス
クリーンをタッチして当該ディスプレイ上のプロンプトに応答する。ユーザは、キーボー
ドまたはタッチスクリーン等の入力装置を介して文字情報を入力してもよい。好適な出力
装置としては、ディスプレイおよびプリンターを含む視覚的出力装置、スピーカー、ヘッ
ドフォン、イヤホンおよびアラームを含む音声出力装置、付加製造装置、および触覚に基
づく出力装置が挙げられるが、これらに限定されない。
【００４６】
　プロセッサ２１０は、さらに、ネットワークインターフェースカード２６０に結合され
てもよい。ネットワークインターフェースカード２６０は、１つ以上のデータ送信プロト
コルに従ったネットワークを介した送信のための、プロセッサ２１０により生成されるデ
ータを準備する。また、ネットワークインターフェースカード２６０は、ネットワークを
介して受信したデータを復号化するように構成されてもよい。いくつかの実施形態におい
て、ネットワークインターフェースカード２６０は、送信器、受信器、またはその両方を
含んでもよい。特定の実施形態によると、送信器および受信器は単一の一体化された部材
であり得るか、または２つの個別の部材であってもよい。ネットワークインターフェース
カード２６０は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集
積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマグルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）もしくは他の
プログラム可能論理デバイス、ディスクリートゲートロジックまたはディスクリートトラ
ンジスタロジック、ディスクリートハードウェアコンポーネント、または本明細書に記載
される機能を実行するように設計されたそれらの任意の適切な組み合わせとして具現化さ
れてもよい。
【００４７】
　図１および２に関連して上記に記載されている装置を使用する付加製造工程が、３Ｄ製
品または３Ｄ装置を製造するために用いられてもよい。図３は、そのような一工程の図で
ある。特に、図３は、図５～８に関連して下記にさらに詳細に説明される把持装置等の把
持装置を製造するための概略的な工程３００を示す。
【００４８】
　当該工程は、ステップ３０５から始まる。ステップ３０５では、製造される装置のデジ
タル表現を、コンピュータ１０２ａ等のコンピュータを使用して設計する。いくつかの実
施形態において、当該装置の二次元表現を、当該装置の三次元モデルを作成するために用
いてもよい。あるいは、３Ｄ装置のデジタル表現の設計を支援するためのコンピュータ１
０２ａに、三次元データを入力してもよい。当該工程は、ステップ３１０へと続く。ステ
ップ３１０では、コンピュータ１０２ａから付加製造装置１０６等の付加製造装置に情報
を送信する。次に、ステップ３１５では、付加製造装置１０６は、好適な材料を用い付加
製造工程を実行することにより、３Ｄ装置を製造し始める。好適な材料としては、ポリプ
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ロピレン、熱可塑性ポリウレタン、ポリウレタン、アクリロニトリルブタジエンスチレン
（ＡＳＢ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、ＰＣ－ＡＢＳ、ポリアミド、ガラス粒子または
金属粒子等の添加物を含むポリアミド、メタクリル酸メチル－アクリロニトリル－ブタジ
エン－スチレン共重合体、ポリマーセラミック複合体等の再吸収性材料、および他の同様
の好適な材料が挙げられるが、これらに限定されるわけではない。いくつかの実施形態に
おいて、市販されている材料を使用してもよい。これらの材料としては、ＤＳＭ　Ｓｏｍ
ｏｓのＤＳＭ　Ｓｏｍｏｓ（登録商標）材料シリーズ、７１００、８１００、９１００、
９４２０、１０１００、１１１００、１２１１０、１４１２０および１５１００；Ｓｔｒ
ａｔａｓｙｓの材料である、ＡＢＳｐｌｕｓ－Ｐ４３０、ＡＢＳｉ、ＡＢＳ－ＥＳＤ７、
ＡＢＳ－Ｍ３０、ＡＢＳ－Ｍ３０ｉ、ＰＣ－ＡＢＳ、ＰＣ－ＩＳＯ、ＰＣ、ＵＬＴＥＭ９
０８５、ＰＰＳＦおよびＰＰＳＵ；３－Ｓｙｓｔｅｍｓの材料ラインである、Ａｃｃｕｒ
ａ　Ｐｌａｓｔｉｃ、ＤｕｒａＦｏｒｍ、ＣａｓｔＦｏｒｍ、Ｌａｓｅｒｆｏｒｍおよび
ＶｉｓｉＪｅｔ；アルミニウム、コバルトクロムおよびステンレス鋼材料；マルエージン
グ鋼（Maranging Steel）；ニッケル合金；チタン；ＥＯＳ　ＧｍｂＨのＰＡ材料ライン
、ＰｒｉｍｅＣａｓｔ材料およびＰｒｉｍｅＰａｒｔ材料、ならびにＡｌｕｍｉｄｅおよ
びＣａｒｂｏｎＭｉｄｅが挙げられる。次に、付加製造装置１０６は、適切な材料を使用
して、ステップ３２０の工程を完了し、ここで、３Ｄ装置を製造する。
【００４９】
　図３に関連して記載された工程３００等のプロセスを使用して、付加製造工程を用いて
、把持装置を製造してもよい。工程３００等の付加製造工程を行うことで、アクチュエー
ターとして機能し、かつ物体を把持することも可能な１つ以上の把持部を、把持装置に形
成することができる。種々の特定の付加的な製造技術を使用して、把持装置を製造しても
よい。これらの技術は、選択レーザー焼結、ステレオリソグラフィー、熱溶解積層法、ま
たは金属箔を材料とした技術を含む。これらの付加的な製造技術および他の付加的な製造
技術を利用することによって、種々の異なる部品を別々に製造して組み立てる必要なく、
把持装置全体を製造してもよい。
【００５０】
　図５は、上記の技術を利用して製造され得る把持装置の一例を示す。この特定の例にお
いては、把持部は、非対称形状を有し、また当該把持部は、非対称断面を有する一体化し
たアクチュエーターを構成してもよい。把持部がアクチュエーターを構成し得るため、ア
クチュエーター自体が把持部として機能してもよい。一体化したアクチュエーターを備え
る各々の把持部は、当該アクチュエーターが作動すると、当該アクチュエーターの非対称
断面に基づく方向に変位するように設計されてもよい。当該把持装置は、１つ以上の把持
部の各アクチュエーターを作動させるための作動媒体を提供するように構成された作動源
をさらに備えてもよい。
【００５１】
　図５を詳しく参照すると、把持装置５００の一例が示されている。把持装置５００は、
３つの把持部５０２と、基部５１２と、注入口５１０とを備える。当該注入口５１０を介
して、作動源（不図示）から作動媒体が注入されてもよい。いくつかの実施形態において
、当該作動源は、把持装置５００の一部として含まれてもよい。あるいは、当該作動源は
、把持装置５００に単独で設置される個別の部材であってもよい。例えば、当該作動源は
、圧縮空気または圧縮液体で満たされたカプセルの形態をとってもよい。当該カプセルは
、注入口５１０において、または注入口５１０の近くで、把持装置５００にねじ込まれて
もよく、または他の方法で取り付けられてもよい。当業者であれば、特定の用途によって
、把持装置５００等の把持装置は、約３つの把持部５０２を含んでもよく、また、１つよ
り多い注入口５１０を含んでもよいことを理解するだろう。
【００５２】
　図４に図示された把持部４０２とは異なり、把持部５０２は、アクチュエーター５０４
が把持部５０２と一体化されていることに起因して、アクチュエーターおよび把持具の両
方として機能するように構成される。したがって、これらの構成においては、アクチュエ
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ーター５０４自体が把持部５０２である。いくつかの実施形態において、一体化アクチュ
エーター５０４は、空気圧式作動アクチュエーターである。この空気圧式作動アクチュエ
ーターは、作動源から作動媒体を受け取ると、所望の方向に変位するように構成されても
よい。例えば、上記作動源は、各々の一体化アクチュエーターを作動させるために、圧縮
空気もしくは圧縮液体、または任意の他の適切な作動媒体を、注入口５１０に送ってもよ
い。
【００５３】
　いくつかの実施形態において、把持部５０２は、一体化アクチュエーター部５０４およ
び先端５０６を含んでもよい。一体化アクチュエーター部５０４は、非対称断面を含む。
この非対称断面は、把持部５０２が変位する方向を制御するのに有用である。また、把持
部５０２は、把持部５０２の長さの一部またはその全長にわたって不均一な壁厚を含む非
対称形状を有してもよい。アクチュエーター部５０４の、非対称に設計された形状の結果
として、把持部５０２は、作動源によって当該アクチュエーターが作動すると、所望の方
向に変位し、望んだように物体に接触する。例えば、アクチュエーター部５０４の非対称
断面は、当該アクチューター部の第２部分よりも厚い第１部分を含んでもよく、それによ
って、把持部５０２は、アクチュエーター部５０４が作動すると、第１部分に向かう方向
に変位することができる。いくつかの実施形態において、把持部５０２が内側方向に変位
するように、第１部分は、把持される物体に最も近接した領域における把持部５０２の内
側部分であってもよい。当該把持部の具体的な非対称形状および当該アクチュエーターの
非対称断面に関する詳細は、図６および図７を参照して下記でさらに説明される。
【００５４】
　また、１つ以上の把持部は、当該１つ以上の把持部５０２の長さの一部またはその全長
にわたって隆起部（ridges）を含んでもよい。これらの隆起部は、通常、可撓性をもたら
し、把持部５０２の変位を導く援助をする。いくつかの実施形態において、１つ以上の当
該把持部は、一体化したアクチュエーターを含んでなくてもよい。これらの把持部は、一
体化したアクチュエーターを有する把持部が変位するあいだ、静止し続けてもよい。これ
らの実施形態は、把持装置５００を操作するために必要な作動媒体の量を削減するという
利点を提供し得る。
【００５５】
　いくつかの実施形態において、アクチュエーター５０４は把持部５０２と一体化されて
いるが、先端５０６は、静止し続けるように設計されてもよい。このような実施形態にお
いて、先端５０６が静止し続ける一方で、把持部５０２のアクチュエーター部５０４は、
当該アクチュエーター５０４の形状に基づいた所望の方向に変位してもよい。いくつかの
実施形態において、先端５０６も、非対称断面を含み、起動すると、所望の方向に変位す
るように、先端５０６も、アクチュエーター５０４を構成してもよい。例えば、先端５０
６がアクチュエーター部５０４とは異なって変位するように、先端５０６は、種々の形状
（例えば、断面、長さに沿った厚さ等）を含んでもよい。いくつかの実施形態において、
先端５０６は、物体を扱いやすく、かつ操作しやすいように、粘着表面やざらついた表面
等の種々の質感を含んでもよい。
【００５６】
　当該アクチュエーターの非対称性に基づいて各把持部の操作を制御することによって、
高価な作動装置および材料を必要としないので、把持装置５００を低コストで製造するこ
とができる。従って、一体化したアクチュエーターによって、把持装置５００を低コスト
で設計および製造できることに加えて、把持装置５００を用いて、単に持ち上げ、操作し
、載置する動作以上のことを求める多様な用途のための種々の複雑な作業を達成できる。
例えば、各把持部と一体化したアクチュエーターを含むように把持装置５００を設計する
ことによって、把持装置５００は、人間の指に匹敵する各々の把持部をもちいて、人間の
手のように機能することが可能となり、それによって把持装置５００の操作性および操縦
性が増す。例えば、先端５０６が静止し続けるように、または残りの把持部５０２と異な
って動くように設計することで、実際の人間の手の動きを模倣することができる。さらに
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、人間の手の先端のように、各把持部の先端のみが、例えば、持ち上げられ、操作される
物体と接触するように、アクチュエーターの形状を設計してもよい。別の例としては、把
持装置５００が野球ボール等の物体を持ち上げ、把持部によって当該物体が完全に包み込
まれるように、各把持部内の各々のアクチュエーターの形状を設計してもよい。さらなる
例として、１つのアクチュエーターは、人間の親指のように機能するように設計される一
方で、残りのアクチュエーターは、人間の手の他の指のように機能するように設計されて
もよい。いくつかの実施形態において、先端５０６は、指先または指先のような先端に限
定されなくてもよい。例えば、先端５０６は、２つの接点を含む２点把持具（two-point 
gripper）を含んでもよい。別の例としては、先端５０６は、単一の把持部で物体が持ち
上げられる、および／または、操作されるように、留め具を含んでもよい。さらなる例と
しては、先端５０６は、ピン状の先端を含んでもよい。いくつかの実施形態において、把
持具は種々の層を含んでもよい。例えば、第１の層は、手のような構造を有し、第２の層
は指のような構造を含んでもよい。この例において、当該把持具は、人間の手全体のよう
に動作してもよい。当業者であれば、本明細書に記載される把持具を操作するために、把
持具の他の形状および構成は、一体化したアクチュエーターを含んでもよいことを理解す
るだろう。したがって、一体化したアクチュエーターを含むことによって、把持装置５０
０は、粗雑な作りの把持装置では損傷してしまうであろう壊れやすい物体を扱うように設
計され得る。また、把持装置５００は、操縦性の低い把持具では不可能である複雑な操作
工程を行うように設計され得る。
【００５７】
　いくつかの実施形態において、把持部は、容易に外すことができないように、基部５１
２と一体化されてもよい。いくつかの実施形態において、使用者が欠陥のある把持部また
は古い把持部を取り替えられるように、および／または使用者が、種々の用途で使用する
ために把持装置５００の機能を変えられように、１つ以上の把持部は、把持装置５００か
ら取り外し可能であってもよい。例えば、使用者は、１つ以上の既存の把持部を、物体を
複雑に操作することを要する特定の用途のために操作性を向上させた把持部に交換したい
と思うことがある。当該使用者は、既存の把持部を取り除いて、それを新しい把持部に交
換してもよい。他の例としては、使用者は、さらなる操作能力を備えるために、既存の把
持部を親指状の把持部に交換してもよい。
【００５８】
　上記したように、把持装置５００の１つ以上のアクチュエーターは、各把持部が変位す
る方向を制御するように設計された非対称断面を含んでもよい。したがって、把持装置５
００は、把持部を変位させるための追加の道具や材料を必要とせずに、設計および製造さ
れ得る。断面５１４および５１６は、各断面を含む把持部の部分が所望の方向に所望の分
だけ変位するように異なって設計され得る非対称断面の例である。
【００５９】
　図６Ａは、非対称断面５１４を有するアクチュエーター６０２を含む把持部を備えた把
持装置５００の一例を示す。アクチュエーター６０２の断面の部分Ａ、ＢおよびＣは、そ
れぞれ、壁の異なる厚さを有することが示されている。図６Ａに図示された例では、部分
Ａの壁厚は、部分Ｂの壁厚より厚く、部分Ｂの壁厚は、部分Ｃの壁厚より厚い（Ａ＞Ｂ＞
Ｃ）。例えば、部分Ａは、厚さ１．４ｍｍであってもよく、部分Ｂは、厚さ１．１ｍｍで
あってもよく、部分Ｃは、厚さ０．８ｍｍであってもよい。当業者であれば、把持部の変
位方向を操作するために、本明細書に記載される壁の厚さとは異なる壁厚が各部分に対し
て用いられてもよいことを理解するだろう。したがって、アクチュエーター６０２の非対
称断面は、第２の部分Ｂおよび第三の部分Ｃより厚い第１の部分Ａを含んでもよい。部分
Ａを部分Ｂおよび部分Ｃより厚くするように設計することによって、アクチュエーター６
０２を有する把持部は、作動すると、部分Ａの方向に変位する。例えば、作動源は、アク
チュエーター６０２を作動させるために、注入口６０４を介して、作動媒体（例えば、圧
縮空気、圧縮液体等）を供給してもよい。当該アクチュエーター６０２を含む把持部は、
作動すると、部分Ａが断面の他の部分よりも厚いことに起因して、部分Ａの周囲で変位す
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る。
【００６０】
　図６Ｂは、把持装置５００のアクチュエーターの非対称断面５１６の別の例を示す。図
５を参照すると、断面５１６は、断面５１４と比較して把持部の末端部に位置している。
当該アクチュエーターの断面５１６の部分Ａ’、部分Ｂ’および部分Ｃ’は、それぞれ異
なる厚さを有する。部分Ａ’の壁厚は、部分Ｂ’の壁厚より厚く、部分Ｂ’の壁厚は、部
分Ｃ’の壁厚より厚い（Ａ’＞Ｂ’＞Ｃ’）。断面５１６における部分Ｂ’および部分Ｃ
’に対する部分Ａ’の厚さの差は、部分Ｂおよび部分Ｃに対する部分Ａの厚さの差より小
さくてもよい。例えば、部分Ｂ’および部分Ｃ’に対する部分Ａ’と比較して、断面５１
４の部分Ａは、部分Ｂおよび部分Ｃに対して、より厚くてもよい。つまり、断面５１４に
おける厚さの比Ａ／（Ｂ＋Ｃ）は、断面５１６における厚さの比Ａ’／（Ｂ’＋Ｃ’）よ
り高くてもよい。例えば、部分Ａの厚さは、１．２ｍｍ、部分Ｂの厚さは、１．０ｍｍ、
部分Ｃの厚さは、０．８ｍｍであってもよい。当業者であれば、把持部の変位方向を操作
するために、特定の用途に応じて本明細書に記載される壁厚とは異なる厚さが、各部分に
用いられてもよいことを理解するだろう。断面５１６の厚さの比が、非対称断面５１４の
厚さの比より小さいことに起因して、断面５１６を含む把持部の一部は、断面５１４を有
する把持部の一部が部分Ａに向かって変位するよりも、劇的により小さく部分Ａ’に向か
って変位する。
【００６１】
　一体化アクチュエーター６０２の長さに沿った種々の各断面は、把持部が各断面で異な
って変位するか、または断面の纏まりで集団的に変位するように異なった部分Ａ、部分Ｂ
および部分Ｃの厚さを含んでもよい。図７は、変位した把持部７０２’を含む把持装置７
００の一例を示す。例えば、把持部７０２は、上記したように、断面５１４および５１６
を含む種々の断面の厚さで設計される一体化したアクチュエーターを含んでいるため、把
持部は、人間の指の動きを模倣することができる。例えば、断面５１４を含む１つ以上の
断面を有する把持部７０２の中間部分は、人間の近位指節間関節の中間部分と同様に屈折
するように、作動すると、把持部７０２の他の部分と比較して単一方向に最も変位するよ
うに設計されてもよい。このような動きを達成するためには、当該中間部分は、断面５１
４を含む１つ以上の断面を、含んでもよく、当該１つ以上の断面は、把持部７０２のどの
他の断面と比較しても当該１つ以上の断面の部分Ｂおよび部分Ｃより厚い部分Ａを有して
いる。例えば、当該中間部分の断面における厚さの比Ａ／（Ｂ＋Ｃ）は、把持部の他のど
の断面における厚さの比より高い。当該中間部分の断面の部分Ｂおよび部分Ｃに対する部
分Ａの厚さの差を大きくすることによって、人間の指の屈折に類似して近位指節間関節が
変位するように、当該中間部分は、把持部７０２の他のどの部分よりも、部分Ａの方向に
大きく変位する。
【００６２】
　別の例として、把持部７０２の上部末端部は、上記中間部分よりも小さく変位するよう
な厚さを有する、断面５１６を含む１つ以上の断面を用いて設計されてもよい。例えば、
人間の遠位指節間関節が近位指節間関節よりも変位するように、上部末端部は中間部分に
対して移動するよう設計されてもよい。一体化したアクチュエーターを有する把持部７０
２の残りの各断面は、部分Ａ、ＢおよびＣにおいて種々の厚さを含むように設計されても
よく、これにより、把持部の所望の変位が達成される。例えば、一体化したアクチュエー
ターの各断面は、把持部７０２がその静止位置から作動位置７０２’に変位するように設
計されてもよい。把持部７０２が変位したとき、断面５１６は位置５１６’へ変位する。
把持部７０２は、（断面５１４を含む）中間部分にて、（断面５１６を含む）上部末端部
より大きく変位する。上記したように、断面５１４に対する断面５１６の変位の差は、部
分Ｂおよび部分Ｃに対する部分Ａの厚さの差より、部分Ｂ’および部分Ｃ’に対する部分
Ａ’の厚さの差が小さいことに起因している。
【００６３】
　いくつかの実施形態において、把持部の残りの部分は、作動すると変位する一方で、各
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非静止把持部の末端部の先端は、静止し続けるように設計されてもよい。人間の手の関節
に相当する把持部７０２の部分のみが、作動時に変位するように設計される場合、各非静
止把持部の末端部の先端は、人間の手の動きをより模倣し得る。上記アクチュエーターが
上記先端に含まれず、把持部の残りの部分にのみ含まれるようにすることによって、上記
先端は、静止し続けるように設計されてもよい。いくつかの実施形態において、作動媒体
が供給された時に上記先端も所望の分だけ変位するように、当該先端が、アクチュエータ
ーを構成してもよい。例えば、作動時に、例えば上記した中間部分より部分Ａの方向への
変位がより小さくなるように、上記アクチュエーターの先端部は、断面の部分Ａ、Ｂおよ
びＣの厚さの差がより小さくてもよい。一例としては、先端のみが、例えば持ち上げられ
、操作される物体に接触するように、当該先端の断面の各々の部分Ａ、ＢおよびＣの厚さ
は設計されてもよい。
【００６４】
　いくつかの実施形態において、１つ以上の把持部アクチュエーターは、人間の親指のよ
うに機能するように設計される一方、残りのアクチュエーターは、人間の手の他の指のよ
うに機能するように設計されてもよい。例えば、把持部アクチュエーターの断面の部分Ａ
、ＢおよびＣの厚さは、特定の把持部が人間の親指のように、残りの把持部に対する方向
に変位するように、設計されてもよい。例えば、図６Ａを再び参照すると、把持部は、厳
密な内側方向よりも対角線方向に移動するように設計される。対角線方向に動きやすくす
るために、把持部が第１端部６０８に向かって変位するように、部分Ａが第２端部６０６
よりも第１端部６０８において、より厚くてもよい。把持部の少なくとも１つが他の把持
部に向かう対角線方向に移動する等、親指と類似した動きをするように、少なくとも１つ
の把持部を設計することによって、より複雑な把持および操作機能性を可能にする。例え
ば、人間の手の、野球ボールの掴み方に類似して、物体が把持部によって完全に包み込ま
れるように、把持装置が物体を持ち上げてもよい。別の例として、人間の手の、コーヒー
カップの持ち方に類似して、把持部がコーヒーカップを持つように構成してもよい。
【００６５】
　また、各把持部の厚さがその長さにわたって不均一になるように、当該各把持部は、非
対称形状を含んでもよい。図８は、把持装置８００の把持部８０２の非対称形状の一例を
示す。把持部８０２の長さにわたって壁厚が異なると、他の顕著ではない部分と比較して
、特定の部分においてより顕著な湾曲部を生じる。その結果、各把持部の湾曲部は、人間
の指の形状に類似した形状を含み得る。例えば、図８に示すように、把持部８０２の先端
８０６は、他の把持部８０２に向かった内側方向において、より顕著であり、把持部８０
２の外側に湾曲部を含む。これにより、把持部８０２の先端８０６は、人間の指の形状に
よく似ている。先端により顕著な内側部分を含むことによって、例えば持ち上げられ、操
作される物体と当該先端のみが接触するように、各把持部は機能することができる。把持
部７０２の残りの部分８０４は、その長さにわたって、先端８０６よりも顕著ではない壁
厚を有してもよい。
【００６６】
　一体化したアクチュエーターを含むように把持部を設計することによって、アクチュエ
ーター自体が把持部となる。アクチュエーターの各断面の壁厚が、把持部の動きを制御し
、これは、把持装置を製造および制御するために必要とされる材料の量およびコストが削
減する。例えば、上記アクチュエーター自体の形状が各把持部の動きを制御するため、高
価な駆動システムは必要ない。従って、一体化したアクチュエーターによって、把持装置
を低コストで設計および製造することができる。さらに、上記したように、アクチュエー
ターの各断面の精密な非対称形状、および各把持部の非対称形状によって、単に持ち上げ
、操作し、また移動する動作以上を要する複雑かつ多様な用途のための種々の複雑な作業
を達成するために、把持装置を使用することができる。例えば、把持装置は、人間の指の
ように動き、物体と接触する各把持部を用いて、人間の手と類似して機能するように設計
されてもよい。それによって、把持装置の機能性および操縦性を向上させることができる
。従来の把持装置の把持部よりも、各把持部が、より正確で、かつより厳密に変位するよ
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うに把持装置を設計することによって、他の方法では損傷を受けてしまう壊れ易い物体を
扱うように、かつ操作性の低い把持具では不可能な複雑な操作工程を行うように、把持装
置を設計してもよい。
【００６７】
　図９は、把持装置を製造する方法９００を示す。ブロック９０２において、方法９００
は、上記把持装置のデザインを作成するために、上記把持装置を設計する工程を含む。ブ
ロック９０４では、当該方法は、付加的な製造技術を用いて、上記把持装置を製造する工
程を含み、上記把持装置は、アクチュエーターとして機能し、かつ物体を把持するように
構成された１つ以上の把持部を含み、第１把持部は、非対称形状を有し、非対称断面を含
む一体化したアクチュエーターから構成され、上記第１把持部は、上記アクチュエーター
が作動すると、上記アクチュエーターの非対称断面に基づく方向に変位するように構成さ
れる。上記付加的な製造技術を用いて製造された上記把持装置は、上記１つ以上の把持部
の各アクチュエーターを作動させるための作動媒体を供給するように構成された作動源を
さらに含む。いくつかの実施形態において、上記付加的な製造技術は、レーザー焼結、ス
テレオリソグラフィー、熱溶解積層法、および金属箔を材料とした技術のうちの少なくと
も１つを含む。
【００６８】
　図１０Ａ～１０Ｄは、把持装置１０００のさらに別の例を図示する。図１０Ａは、把持
装置１０００の後方斜視図を示す。図に示すように、把持装置１０００は、把持装置１０
００の下部に示されている把持部１００２を含む。把持部１００２は、把持装置１０００
の前側に沿って基部１０１２まで伸長している。基部１０１２は、注入口１０１０を含ん
でもよく、当該注入口１０１０を介して作動源（不図示）から作動媒体が注入されてもよ
い。上述の把持装置と同様に、当該作動源は、把持装置１０００に別々に取り付けられた
個別の部材であってもよい。あるいは、当該作動源は、把持装置１０００の一部として含
まれてもよい。
【００６９】
　また、把持装置１０００は、アクチュエーター部１００４と、先端部１００６とを含ん
でもよい。アクチュエーター部１００４は、均一の厚さを有する大体湾曲している支柱を
含んでもよく、当該支柱は、把持部１００２の長さの大部分に沿って先端１００６まで伸
長するが、先端部１００６で終わる。いくつかの実施形態において、把持部１００２が所
望の方法で物体と接触することができる特定の操縦特性を達成するために、大体湾曲して
いる支柱は各領域でそれぞれ異なる厚さを有してもよい。アクチュエーター部１００４は
、作動源から作動媒体を受け取ることによって、前方へ変位してもよい。上記作動媒体は
、把持装置１０００の基部１０１２に備えられた注入口１０１０を介して供給されてもよ
い。
【００７０】
　図１０Ｂでは、把持装置１０００の側面図が示されている。ここでは、２つの異なるガ
イドシステム１０１４Ａおよび１０１４Ｂが示されている。ガイドシステム１０１４Ａお
よび１０１４Ａは、把持部１００２およびアクチュエーター部１００４が、作動工程中に
、不適切に、過度に、または予想外に変形することを防ぐために、把持部１００２および
アクチュエーター部１００４に対し支持および抵抗を与えるように構成されてもよい。図
１１には、ガイドシステムによって防止されるであろうタイプの変形の一例が示されてい
る。ここでは、ガイドシステムが無い把持装置１１００が示されている。この例において
は、把持部１１０２の先端１１０６は前方に変位するが、支持手段がないことに起因して
、アクチュエーター部１１０４は、矢印１１０８Ａおよび１１０８Ｂによって示されるよ
うに下方と後方とに過度に屈曲する。
【００７１】
　図１０Ｃでは、把持装置１０００の、若干俯瞰した側面斜視図が示されている。この視
点によって、ガイドシステム１０１４Ａおよび１０１４Ｂがより詳細に示されている。示
されるように、ガイドシステム１０１４Ａおよび１０１４Ｂはそれぞれ、２つの連結部材
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（チェーンリンク等に類似した形態をとってもよい）を含む。第１連結部品１０２０は、
図１０Ｃに示される部位１０２４および１０２６の２カ所で、把持部１００２に取り付け
られる。第２連結部材１０３０も図１０Ｃに示されている。この例では、第２連結部材１
０３０は、アクチュエーター部１００４のいずれかの側面上の２つの位置で、アクチュエ
ーター部１００４に取り付けられる。アクチュエーター部１００４および把持部１００２
が、図１１に示されるように互いに引き離されずに屈曲することを可能にするように、２
つの連結部材は協働する。図１０Ｄは、アクチュエーター部１００４が把持部１００２か
ら確実に引き離されないように、連結した構成によって第２連結部材１０３０が保持され
る一方で、第２連結部品１０３０が第１連結部材１０２０内部で鉛直方向にどのように滑
動し得るかを拡大して示した図である。
【００７２】
　いくつかの実施形態において、上記アクチュエーターの上記非対称断面は、当該アクチ
ュエーターの第２部分より厚い第１部分を含み、上記第１部分は、当該アクチュエーター
が作動すると、上記第１把持部が上記第１部分に向かう方向に変位することを可能にする
。いくつかの実施形態において、上記第１部分は、把持される物体に最も近い領域の内側
部分である。例えば、図６Ａに関して上記したように、上記非対称断面は、部分Ｂおよび
／または部分Ｃより厚い部分Ａを含み、把持部が部分Ａに向かう方向に変位することを、
可能にしてもよい。
【００７３】
　いくつかの実施形態において、上記第１把持部の非対称形状は、上記第１把持部の長さ
にわたって不均一な厚さを含む。例えば、図８に関して上述したように、把持部は、当該
把持部の長さにわたって厚さが様々であってもよく、これによって、他の部分と比較して
特定の部分においてより顕著な湾曲部が生じる。結果として生じた、当該把持部の湾曲部
は、人間の指の形状に似た形状を含んでもよい。いくつかの実施形態において、上記把持
部は、当該把持部の長さにわたって複数の隆起部を含む。上記隆起部は、可撓性を備え、
さらに、各把持部の、所望の方向への変位を導くのを支援してもよい。
【００７４】
　いくつかの実施形態において、上記アクチュエーターは、空気圧式作動アクチュエータ
ーであり、作動源から作動媒体を受け取ると、所望の方向に変位するように構成される。
いくつかの実施形態において、上記作動媒体は、圧縮空気または圧縮液体を含む。当業者
であれば、任意の他の適切な作動媒体を使用して、上記アクチュエーターを作動してもよ
いことを理解するだろう。
【００７５】
　いくつかの実施形態において、上記把持装置は、３つ以上の把持部を含んでもよく、そ
れら各々の把持部は、アクチュエーターとして機能し、かつ物体を把持するように構成さ
れる。いくつかの実施形態において、上記把持装置は、少なくとも１つの静止把持部を含
む。例えば、少なくとも１つの把持部は、アクチュエーターを含まず、一体化したアクチ
ュエーターを構成する把持部が変位するあいだ、静止し続けてもよい。例えば、４つの把
持部のうち３つは、アクチュエーターを構成するが、残りの１つの把持部は、アクチュエ
ーターを含まず、作動媒体が把持装置に供給されたときに、静止し続けてもよい。
【００７６】
　図９に図示された方法によると、上述した把持装置５００、６００、７００および／ま
たは８００は、付加的な製造技術を使用して部分的にまたは完全に製造されてもよく、そ
れによって、各部品を個別に製造して組み立てる必要なく、当該装置を効率的に製造する
ことができる。従って、付加的な製造技術を利用することによって、上記した一体化した
アクチュエーターの設計と組み合わせた場合、上記把持装置をさらに低コストで設計およ
び製造することができる。
【００７７】
　本明細書に開示された本発明は、ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、また
はそれらの任意の組み合わせを製造するための標準プログラミングまたはエンジニアリン
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製造物」という用語は、ハードウェアまたは光学記憶装置などの非一時的なコンピュータ
読み取り可能媒体、および揮発性もしくは不揮発性記憶装置、または信号、搬送波等の一
時的コンピュータ読取可能媒体等で実行されるコードまたは論理を示す。そのようなハー
ドウェアとしては、フィールドプログラマグルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、特定用途向け
集積回路（ＡＳＩＣ）、コンプレックスプログラマブルロジックデバイス（ＣＰＬＤ）、
プログラマブルロジックアレイ（ＰＬＡ）、マイクロプロセッサ、または他の処理装置が
挙げられるが、これらに限定されるわけではない。
【００７８】
　広義に説明された本発明の精神または範囲から逸脱することなく、本発明は、様々な変
形および／または変更が可能であることを当業者であれば理解するだろう。したがって、
上記で説明された実施形態は、あらゆる点において、例示的なものであって、限定的なも
のではないことを考慮すべきである。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】図１は、３次元（３Ｄ）の物体を設計し製造するためのシステムの一例である。
【図２】図２は、図１のコンピュータの一例の機能ブロック図である。
【図３】図３は、３Ｄの物体を製造するための工程である。
【図４】図４は、把持装置の一例を示す。
【図５】図５は、把持装置の別の例を示す。
【図６Ａ】図６Ａは、非対称断面を有するアクチュエーターを有する把持装置の一例を示
す。
【図６Ｂ】図６Ｂは、把持装置のアクチュエーターの非対称断面の一例を示す。
【図７】図７は、変位した把持部を含む把持装置の一例を示す。
【図８】図８は、把持装置の把持部の非対称形状の一例を示す。
【図９】図９は、把持装置を製造するための工程の一例のフローチャートである。
【図１０Ａ】図１０Ａは、把持装置のさらに別の例を示す。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、把持装置のさらに別の例を示す。
【図１０Ｃ】図１０Ｃは、把持装置のさらに別の例を示す。
【図１０Ｄ】図１０Ｄは、把持装置のさらに別の例を示す。
【図１１】図１１は、ガイドシステムを有していない把持装置におけるアクチュエーター
部の過度な変形の一例を示す。



(18) JP 2016-508455 A 2016.3.22

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(19) JP 2016-508455 A 2016.3.22

【図５】 【図６Ａ】

【図６Ｂ】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０Ａ】 【図１０Ｂ】
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【図１１】
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